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○日時 令和４年３月22日 午前10時43分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．議案第28号 令和３年度網走市一般会計補正

予算中、所管分 

２．議案第29号 網走市給与条例等の一部を改正

する条例制定について 

───────────────────── 

○出席委員（８名） 

 委 員 長    小田部   照 

 副 委 員 長    山 田 庫司郎 

 委 員    栗 田 政 男 

            立 崎 聡 一 

            永 本 浩 子 

            平 賀 貴 幸 

            古 田 純 也 

            村 椿 敏 章 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○議 長    井 戸 達 也 

─────────────────────── 

○傍聴議員（５名）   石 垣 直 樹 

            金 兵 智 則 

            近 藤 憲 治 

            澤 谷 淳 子 

            松 浦 敏 司 

─────────────────────── 

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 建設港湾部長    吉 田 憲 弘 

 職 員 課 長    寺 口 貴 広 

 都市管理課長    澁 谷 一 志 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    林   幸 一 

次 長    石 井 公 晶 

総務議事係長    法師人 絵 理 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

 

午前10時43分開会 

○小田部照委員長 ただいまから、総務経済委員会

を開会いたします。 

本日の委員会では、付託されました追加議案２件

について審査いたします。 

それでは、議案第28号令和３年度網走市一般会計

補正予算中、所管分、雪対策事業、除雪事業につい

て説明を求めます。 

○澁谷一志都市管理課長 議案資料３ページを御覧

ください。 

令和３年度一般会計道路橋梁費補正予算、除雪事

業について御説明いたします。 

１の補正の理由、内容でありますが、除排雪の出

動回数が想定を上回る見込みであることから、除排

雪等業務委託の委託料9,000万円を追加補正するも

のであります。 

２の補正額でありますが、補正額、財源内訳につ

いては記載のとおりでございます。 

説明は以上でございます。 

○小田部照委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○栗田政男委員 山田委員のほうから議会中に間に

合うなら補正と、早速対応していただいてありがと

うございます。 

ちょっと確認なのですけれども、今年相当苦労さ

れたと思うのですね。除雪体制、大変苦労されて、

人が変わってなかなかスムーズにいかない部分あろ

うかと思うのですが、その辺ちょっと苦労された部

分があれば教えてください。 

○澁谷一志都市管理課長 今年久しぶりの大雪でも

あって排雪を行いました。それで、平成30年から民

間委託をしまして、ほとんど排雪をしたという経験

がなく、作業にはですね、ちょっと時間を要したこ

ともあります。ただ、例年になく、１月急に短期間

で雪が降ったと。なおかつ、１月中旬から２月中旬

にかけてはですね、寒気が入りやすい気圧配置にな

り、また、日中の最高気温がですね、真冬日の日が

三十何日間も続いたこともあり、なかなか雪も解け

なかったと。それで排雪する際にですね、なかなか

雪が固くて思うように作業が進まなかったと。また

郊外につきましてはですね、暴風雪も２月と３月に
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ありまして、かなり出動回数も増えております。郊

外につきましては、ここの市街地と違いまして吹き

だまるところも多く、風がちょっと吹くとすぐに除

雪をしないと駄目だということもありまして、暴風

雪のときは１日に本当に何回も出動したという話も

聞いております。極端な話、１日いっぱい除雪した

ということもありまして、かなり出動回数も増えて

おります。 

今回ですね、久しぶりの大雪、排雪ということ

で、なかなかスムーズにできなかったという点はあ

りますが、それは来年度に向けて、また検証もしな

がら今後も対応していきたいと思っております。 

○栗田政男委員 気になるのは、私も排雪をしたの

ですが、例えばこちら側がビクビクしながらね、オ

ペレーターの指示に従っているなんていうことが現

実に起きて、この部分も指摘されていましたけれど

も、やはり市民サービスの一環なので、排雪でそう

いう仕事が減った時に、あの現場の体制というのは

いかがなものかなと。ちょっと目に余る部分もある

ので。これはね、やっぱり原課の監督不行届だと思

います。 

あと、その各現場、各排雪現場、確認をされて、

当然写真とかを撮りながら進められているのです

が、夜間の、今年やったかどうかわかりませんが、

例えば３３３通りなんかは夜間しかできないことを

認識しているのですが、その辺の確認作業はどうい

うふうにされているのですか。 

○澁谷一志都市管理課長 夜間の作業につきまして

は、従来どおり３３３通り、日中は交通量も多いと

いうことで夜間から早朝にかけて行っております。 

 雪捨場とか、あと排雪時の対応なのですが、市民

のほうからもいろいろな問い合わせというのは来て

おります。それについては、逐一現場と確認をしな

がら対応しておりますので、またその辺についても

ですね、来年度以降ですね、改善できるところは一

つずつ改善していきたいと思っております。 

○栗田政男委員 ぜひともよろしくお願いいたしま

す。 

何が言いたいのかというと、丸投げをしないで、

しっかりと原課で確認をしてください。監督をして

ください。そうしないとどういうことが起きている

のかわからないので、今の時代ですから、市民の皆

さんからいろいろなものが来たときはタイムリーに

写真を送ってもらうなり、そういう対応、それも業

者に電話してやらせるだけではなくて、まずは自ら

行って確認をする。それがすごく大事なことだと思

います。そうしないと改善になりませんから。民間

委託はしているのである程度業者主導で動いてもら

って、大いに結構ですし、いろいろなことに御尽力

されていますから、それは本当に評価するのです

が、あくまでもそれを管理、監督するのは市ですか

ら。原課の方がしっかりと、いろいろ大変でしょう

し、それを見に行くというのは大変なことなのです

けれども、働いてくれているのだから、それぐらい

のことはしっかり対応してあげて、ぜひともいい形

で、これは大切な事業ですから、命に関わる大切な

事業なので、これからもよろしくお願いいたしま

す。 

以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

○永本浩子委員 本当に今回は雪の量が多くて、本

当に大変だったなと思っております。 

前にもお話ししたのですけれども、エリアごと

に、この排雪は進めていかれたかと思うのですけれ

ども、やはりちょうど交差点というか、雪の山があ

ると、車が出てくるのが見えなくてとても怖いとい

うことが、結構いろいろな方からお声を頂きまし

て、なかなか難しいのかと思うのですけれども、危

ない交差点のところだけ先に排雪をするというか、

そういったことはなかなか難しいのでしょうか。 

○澁谷一志都市管理課長 まず、その交差点部分の

お話ですが、まず排雪するに当たりまして、地区と

いうかブロックごとにしております。それはなぜか

というと、ブロックごとにしますと、移動するのも

短時間で移動になりまして、効率もいいと。今委員

がおっしゃっている交差点部分の、本当に見通しの

悪いところに行くとなるとですね、時間がまたその

そこの部分だけ、いろいろなところに行ってしまう

ということで、時間もかかるということもございま

す。ただ市民のほうからも、やっぱり交差点は出づ

らいというお話は、問い合わせもたくさんありま

す。今後ですね、次年度に向けて、全ての交差点と

いうふうにはなかなか正直言ってできません。た

だ、幹線道路、主要な通行量の多いところはです

ね、何か違う方策がないかということはですね、今

後ですね、考えていきたいとは思っております。 

○永本浩子委員 本当にやり方としてはとてもね、

大変なのだろうなと思うのですけれども、交差点の

そういうところだけをやる部隊を一つつくるとか、

この予算特別委員会の最中にもそういったお電話を
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頂きまして、これは道道と国道だったので、振興局

と道路事務所にお電話をして、そこの雪を取ってい

ただいたのですけれども、現実にはちょっと事故

も、小さい事故ですけれども起きていたということ

で、やはり市民生活を守るためにもちょっと大事な

ところではないかなと思いますので、何か工夫をし

て改善できる点があれば取り組んでいただきたいと

思います。 

以上です。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではお諮りいたします。 

議案第28号令和３年度網走市一般会計補正予算

中、所管分については、全会一致により原案可決す

べきものとして決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定させていただきます。 

 

○小田部照委員長 次に、議案第29号網走市職員給

与条例等の一部を改正する条例制定について説明を

求めます。 

○寺口貴広職員課長 追加議案資料５ページ、資料

17号を御覧願います。 

議案第29号網走市職員給与条例等の一部を改正す

る条例制定について御説明申し上げます。 

初めに、改正の趣旨でございますが、人事院勧告

に基づく国家公務員の給与改定の取り扱いに準じ

て、一般職の職員、並びに常勤の特別職、市議会議

員の期末手当の支給月数を改正しようとするもので

ございます。 

改正する条例は、網走市職員給与条例、網走市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例、網走市常

勤の特別職に属する職員の給与に関する条例、網走

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の４条例でございます。 

改正の内容でございますが、１点目は、令和４年

度以降の期末手当の支給月数を引き下げるものでご

ざいますが、下の表を併せて御覧ください。 

初めに、一般職の常勤職員でございますが、期末

勤勉手当の年間支給月数を現行の4.45月から0.15月

引き下げ、4.3月とし、同様に再任用職員、特定任

期付職員につきましては0.1月分、会計年度任用職

員は0.15月分引き下げるものでございます。 

また、常勤の特別職及び市議会議員の期末手当に

つきましても、年間支給月数を現行の4.45月から

0.15月引き下げ、4.3月とするものでございます。 

２点目としましては、令和３年度の期末手当の引

き下げに相当する額を、令和４年６月の期末手当か

ら差し引く調整措置を規定しようとするものでござ

います。 

なお、再任用職員及び会計年度任用職員は、この

調整措置の適用を除外しようとするものでございま

す。 

施行期日は公布の日から施行しようとするものご

ざいます。 

説明は以上でございます。 

○小田部照委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○村椿敏章委員 まず、国家公務員の給与改定に準

じてということなのですけれども、文書とかそうい

うの、地方公務員も引き下げなさいというのはあっ

たのですか。 

○寺口貴広職員課長 国家公務員の改定につきまし

て、昨年11月に閣議決定された際に、その後ですけ

れども、総務副大臣通知ということで、国家公務員

の取り扱いに準じて改定するよう通知があったとこ

ろです。 

○村椿敏章委員 総務副大臣通知があったというこ

となのですね。 

 実際、この人数と影響額ですか、その辺について

教えてください。 

○寺口貴広職員課長 常勤の職員につきましては

351名となりまして、影響額ですけれども、平均全

体の平均額になりますが、４万7,500円程度となっ

ております。 

○村椿敏章委員 あわせて、再任用職員と会計年度

任用職員の人数と影響額も教えてください。 

○寺口貴広職員課長 再任用職員につきましては、

４名となっておりまして、引き下げ額が……失礼し

ました。再任用職員が２万5,000円程度となってお

ります。 

会計年度任用職員につきましては、人数は約200

名程度でして、平均的な影響額としては２万4,000

円程度となっております。 

○村椿敏章委員 そうしますと、今回の条例改正に

よって幾らの人件費が削られるのですか。 

○寺口貴広職員課長 まずですね、正職員分につき

ましては、こちらは再任用を含めた形ですけれど

も、1,700万円程度、会計年度任用職員につきまし

ては480万円程度となっております。 
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○村椿敏章委員 常勤の特別職について、あと、議

員の影響額について教えてください。 

○寺口貴広職員課長 常勤の特別職につきましては

35万円弱となっております。 

市議会議員の影響額については、すみません、今

資料持ち合わせておりません。 

○村椿敏章委員 わかりました。今のでいきます

と、全体で2,500万円程度人件費が削られるという

ことですね。 

 この時期に、燃費が上がったりとかですね、総務

省通知があったとしても職員の生活への影響、網走

の地域経済への影響につながると思いますが、その

辺については。 

○寺口貴広職員課長 今回の引下げにつきまして

は、委員おっしゃるとおり、職員の生活への影響は

少なからずあると思っておりますし、こうした措置

をとることについては、心苦しい思いがあるのも事

実です。しかしながらこうした影響があるのは公務

員だけではなく、他の職含めて全体で影響があるわ

けで、そうした中で出された勧告に基づく引き下げ

措置ですので、やむを得ないといいますか、適当な

措置だと考えております。 

○村椿敏章委員 そうですね。国家公務員の給料が

下がることによって地方公務員も下がって、ほかの

方たちにも影響があると。地域に落ちるお金が減る

となれば、網走の地域経済も停滞してしまいます。

そういう悪循環に陥ってしまうことを私たちはすべ

きではないと考えております。 

 この後、討論で述べさせていただきますけれども

……以上です。 

○小田部照委員長 ただいま村椿委員のほうから意

見が出されましたが、ほかの委員いかがでしょう

か。 

○平賀貴幸委員 確認だけさせていただきたいと思

います。 

 人事院勧告における国家公務員の給与の影響で条

例改正するということですけれども、これまでも改

正があった際に、下がるという形であれば同じよう

に今回みたく上げる、そして上がるということであ

れば上げてきたという経過があったと思うのですけ

れども、それで間違いなかったか確認させてくださ

い。 

○寺口貴広職員課長 委員おっしゃるとおりです。 

○平賀貴幸委員 そういう経過を踏まえながら、今

回やられていくと思うのですけれども、様々な影響

がある中でですね、どうなのだという気持ちもわか

りますけれども、そういう経過の中でやってきまし

たから、問題ないと思います。 

○小田部照委員長 ほかの委員いかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではお諮りいたします。 

議案第29号網走市職員給与条例等の一部を改正す

る条例制定については、大方の賛成者により、原案

可決すべきものとして決定してよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定させていただきます。 

それでは、これをもちまして総務経済委員会を終

了いたします。 

午前11時05分閉会 


